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      基本理念 
        一・安全で親切な医療を提供します。      
       一・高度で良質な医療を実践します。 
       一・患者さんの意思と権利を尊重します。 
 
      看護部理念 
        一・親切・思いやり・優しさをもって看護します。 
       一・安全で良質な看護を提供します。 
       一・患者さんのニーズ・権利を尊重した看護を提供します。 



  

 

 

４月より新任医師が着任しました。              (職位毎 五十音順) 

 
            
 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

  
 
 
 
 
 

新しく着任いたしました医師の紹介 

橋本
はしもと

 和彦
かずひこ

 医長 
診療科目：外科 
専門分野：肝臓・胆のう

     膵臓 
趣  味：読書、旅行 
ひとこと：患者さんにわ

かり易く病気を説明し

て、治療を受けて頂ける

ように心掛けています。

どうぞ宜しくお願いし

ます。 

これから、みなさんと 
お会いする事があると 
思いますのでその時は 
よろしくお願いします。

伊藤
いと う

 聡
さとし

 医長    
診療科目：泌尿器科 
専門分野：泌尿器科全般 
     血液透析 
趣  味：音楽鑑賞、登山

     旅行 
ひとこと：患者様の信頼を

獲得する第一歩は、十分な

対話だと思います。心を開

いて接して頂ける医師を

目指します。 

大村
おおむら

 真曜子
し ょ う こ

 医師   

診療科目：小児科  
専門分野：小児科全般 
趣  味：ヴァイオリン 
ひとこと：4月から八尾市
立病院に赴任しました。患

者さんや家族の皆様が安

心して医療を受けれるよ

うに、精一杯頑張りますの

で宜しくお願いします。 
 

芳賀
は が

 大樹
た い き

 医師    
診療科目：小児科  
専門分野：小児科全般 
趣  味：テニス    

ひとこと：子ども達から好

かれる身近な小児科医を、

目指しています。宜しくお

願いします。 
 

馬谷
うまたに

 昌範
まさのり

 医師    

診療科目：耳鼻咽喉科  

専門分野：耳鼻咽喉科全般

趣  味：旅行     
ひとこと：大阪大学耳鼻咽

喉科より来ました。耳鼻科

医療を支えていけるよう

頑張ります。 



 

高 額 療 養 費 に つ い て  

 

 

平成 19年 4月 1日以降、70歳未満の方は、入院時における窓口負担金のお支払

方法が変わります。 

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」での取扱いに 

なります。 

申請により交付される認定証を、病院窓口にご提示されると認定証に記載された下

記の自己負担限度額（月額）までのご負担で済むようになり、ご入院時の窓口負担

額が軽減されます。    

※お問い合わせは、２階①入退院受付までお越し下さい。 

    

区分  自己負担限度額（月額） 提示書類 

150,000 円+（医療費-500,000 円）×1％ 
上位所得世帯 A 

[83,400 円] 
限度額適用認定証 

80,100 円+（医療費-267,000 円）×1％ 
一般世帯 B 

[44,400 円] 
限度額適用認定証 

市町村民税 35,400 円 限度額適用・標準負担 

非課税世帯 
C 

[24,600 円] 額減額認定証 

 

【手続きしていただくこと】 

     上位所得世帯の方・・・・・限度額適用認定証の交付申請 

     一般世帯の方・・・・・・・・・限度額適用認定証の交付申請 

     非課税世帯の方・・・・・・・限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請 

※ 市町村民税非課税世帯とは、生計を共にされている方全員、市町村民税が 

非課税である場合に該当されます。 

患者さん個人では判断されませんので、ご注意下さい。 



 

【手続きに必要なもの】 

 

 健康保険証 

 印鑑 

 すでにお持ちでしたら標準負担額減額認定証 

 

 

【手続きしていただくところ】  

それぞれのご加入されている健康保険が窓口です。 

 

 「国民健康保険」は、市町村役場の国民健康保険担当課が窓口と 

なります。 

 「健康保険組合・共済保険組合等」は、お勤め先に、ご確認下さい。 

 「政府管掌社会保険」は、保険証に記載されている社会保険事務所が 

窓口となります。 

 「国民健康保険組合」は、市町村の国民健康保険とは異なり、同一の 

職種が集まって運営されているので、それぞれの健康保険組合に 

ご確認下さい。 

 

 

■ 注意していただくこと ■ 

 

申請制度になっておりますので、必ず手続きして下さい。 

手続きされていない場合は負担割合による、ご負担となり、後日各保険者へ

の高額療養費等の返金手続きが必要となります。 




